
　
町
監
査
委
員
の
う
ち
、
識
見
を
有
す
る
者
か
ら

選
任
す
る
監
査
委
員
と
し
て
、
下
大
迫
次
男
さ
ん

（
６５
歳
）
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

任
期
は
、
平
成
１８
年
６
月
１５
日
か
ら
平
成
２２
年
６

月
１４
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

下大迫次男さん

町
監
査
委
員
に

　
　
下
大
迫
次
男
さ
ん

さつま町議会だより №６ ⑫

　
行
財
政
改
革
対
策
調
査
特

別
委
員
会
で
は
、
行
財
政
運

営
の
健
全
化
及
び
行
財
政
改

革
の
実
施
に
向
け
た
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
議
会

改
革
に
つ
い
て
は
、
議
会
制

度
活
性
化
、
議
員
定
数
・
議

員
報
酬
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
た
め
、
特
別
委
員
会
内
に

「
議
会
制
度
活
性
化
小
委
員

会
」
「
議
員
定
数
及
び
報
酬

検
討
小
委
員
会
」
を
設
置
し

ま
し
た
。

議会制度活性化、議員定数・報酬を検討
　　　　　　　－　小委員会を設置　－

小 委 員 会 名 委　員　名（◎委員長　○副委員長）

◎米　丸　文　武　○髙　嶺　実樹雄

　市　來　　　修　　新屋敷　　　浩

　麥　田　博　稔　　新　改　秀　作

　宮之脇　金次郎　　別　府　静　春

　田　中　伸　一　　山　崎　文　久

　岩　元　涼　一　　東　　　哲　雄

◎中　尾　正　男　○平八重　光　輝

　肥　後　紀　康　　木　下　敬　子

　楠木園　洋　一　　柏　木　幸　平

　久　保　道　夫　　舟　倉　武　則

　柳　田　隆　男　　新　改　幸　一

　川　口　憲　男　　内之倉　成　功

　木　下　賢　治

議 会 制 度 活 性 化

小 委 員 会

議員定数及び報酬検討

小 委 員 会

　
議
会
制
度
活
性
化
小
委
員

会
で
は
、
地
方
分
権
の
進
展

に
よ
り
、
地
方
議
会
の
権
限

も
拡
大
し
、
そ
の
責
任
も
重

要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い

る
こ
と
か
ら
、
議
会
の
更
な

る
充
実
・
向
上
に
つ
い
て
検

討
し
ま
す
。

　
議
員
定
数
及
び
報
酬
検
討

小
委
員
会
で
は
、
三
位
一
体

の
改
革
や
行
政
の
効
率
化
が

求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
町
に

お
け
る
行
財
政
改
革
の
推
進

に
併
せ
、
議
員
の
定
数
及
び

報
酬
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
小
委
員
会
で

は
具
体
策
を
取
り
ま
と
め
、

特
別
委
員
会
に
報
告
を
し
ま

す
。
特
別
委
員
会
で
は
、
小

委
員
会
の
報
告
を
受
け
、
具

体
策
を
取
り
ま
と
め
、
平
成

１９
年
９
月
を
目
途
に
必
要
な

措
置
を
講
じ
て
行
き
ま
す
。

※　小委員会は，濵田議長，平田行革委員長，日髙行革副委員長
　を除く議員で構成されています。


